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料金表 

 

第１表 ＤＩＳ通信サービスに関する料金 

 

 第１ 基本使用料 

 

１ 適用 

基本使用料の適用については、ＤＩＳ通信サービス契約約款第４０条（基本使用料の

支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

 

DiSM まとめてプラン適用の選択 

 

DiSM まとめてプラン

適用の選択 

ア 当社は、ＤＩＳ契約者の選択により、２（料金額）に規定

する基本使用料に下表の加算料を加える取扱い（以下「DiSM

まとめてプラン適用」といいます。）を行います。この場合

において、ＤＩＳ契約者は、その DiSM まとめてプラン適用の

種別及びその加算対象となる通常料金契約を指定して頂きま

す。 

DiSM まとめてプラン適用１件ごとに月額

DiSM まとめてプラン適用 

の種別 

加算料 

税抜額（税込額） 

DiSM まとめてプラン８００ ７６２円（８００円） 

DiSM まとめてプラン１６７０ １,５９１円（１,６７０円） 

イ 当社は、アの申込みがあった場合は、次のいずれかに該当

するときを除いて、これを承諾します。 

（ア）そのＤＩＳ契約者がＤＩＳ通信サービスに係る料金その

他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると

き。 

（イ）そのＤＩＳ契約者が第３５条（利用停止）第１項各号の

規定のいずれかに該当し、ＤＩＳ通信サービスの利用を停

止されたことがあるとき。 

（ウ）その通常料金契約において同時に適用される DiSM まとめ

てプラン適用の数（その申込日を含む料金月に廃止された

数を含みます。）が１件を超えることとなるとき。 

（エ）その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

ウ ＤＩＳ契約者は、イの承諾を受けた場合は、その承諾した

日（加算対象となる通常料金契約の締結と同時に DiSM まとめ

てプラン適用を申し込んだ場合は、その提供開始日とします。

以下「DiSM まとめてプラン開始日」といいます。）を含む料

金月から起算してその廃止日を含む料金月までの期間につい

て、アの加算料を支払っていただきます。 

エ 加算料については、第４１条（基本使用料の日割り）の規

定にかかわらず、日割りを行いません。 

オ ＤＩＳ契約者は、DiSM まとめてプラン適用の種別を変更す

ることができません。 

カ DiSM まとめてプラン適用は、その DiSM まとめてプラン開

始日を含む料金月から起算して２４料金月が経過することと
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なる料金月の末日をもって自動的に終了するものとします。

キ ＤＩＳ契約者は、（ア）の発生事由のいずれかに該当した

場合は、（イ）の DiSM まとめてプラン解除料の支払いを要し

ます。 

（ア）発生事由 

①DiSM まとめてプラン適用を行っている通常料金契約の

解除があったとき。 

②ＤＩＳ契約者からの申出により DiSM まとめてプラン適

用を廃止したとき。 

（イ）DiSM まとめてプラン解除料 

DiSM まとめてプラン適用１件ごとに

区  分 料金額 

DiSM まとめてプラン

８００ 

税抜額７６２円（税込額８００円）

に残余月数を乗じて得た額 

DiSM まとめてプラン

１６７０ 

税抜額１,５９１円（税込額１,６７

０円）に残余月数を乗じて得た額 

備考 残余月数は、２４から継続月数（その DiSM まとめ

てプラン開始日から起算して（ア）の発生事由に該当し

た日までの期間を含む料金月の数）を控除した数としま

す。 
 

 

 

  ２ 料金額 

 

１料金契約ごとに 

区 分 
料金額 

税抜額（税込額）
最低利用期間 

基本使用料 

（ＤｉＳＭ Ｆｌａ

ｔ 年間パスポー

ト） 

３，６９６円/月

（３，８８０円） 
課金開始日から 12 ヶ月間の契約となります。 

注）月の途中でのご加入またはご解約の場合、基本使用料は、ご利用日数分の日割額となります。 

    ＤｉＳＭ Ｆｌａｔ 年間パスポートにおける日割計算の方法は 1 日 129 円（税込）にご利用

日数を掛けた金額になります。 

 

 

 


